
東
日
本
大
震
災
に
伴
う
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
に
係
る
電
波
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

政
府
は
、
本
法
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
そ
の
実
現
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
。 

 

一
、
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
へ
の
移
行
が
周
波
数
の
有
効
活
用
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
放
送
が
災
害
時
等
に
お
け
る

貴
重
な
情
報
源
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
移
行
が
完
了
し
た
地
域
か
ら
の
人
員
派
遣
、
被
災
自
治
体
と
の
緊
密
な
連
携
を
行

う
な
ど
、
共
聴
施
設
の
改
修
や
被
災
者
世
帯
に
お
け
る
受
信
設
備
の
デ
ジ
タ
ル
化
の
支
援
等
に
あ
ら
ゆ
る
対
策
を
講
じ
、
被

災
三
県
に
お
け
る
地
上
放
送
の
完
全
デ
ジ
タ
ル
化
の
早
期
実
現
に
尽
力
す
る
こ
と
。 

 

二
、
ア
ナ
ロ
グ
放
送
を
引
き
続
き
行
う
期
間
に
つ
い
て
は
、
被
災
三
県
そ
れ
ぞ
れ
の
復
旧
・
復
興
状
況
と
地
域
住
民
の
意
向
に

配
意
し
て
決
定
す
る
と
と
も
に
、
当
該
期
間
の
周
知
を
徹
底
す
る
こ
と
。 

 

三
、
ア
ナ
ロ
グ
放
送
を
継
続
す
る
放
送
事
業
者
に
対
し
て
行
う
無
線
局
運
用
に
要
す
る
費
用
の
助
成
に
当
た
っ
て
は
、
放
送
施

設
の
復
旧
・
整
備
等
も
含
め
た
支
援
策
を
検
討
す
る
こ
と
。
ま
た
、
共
聴
施
設
や
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
の
復
旧
支
援
に
つ
い
て

も
検
討
す
る
こ
と
。 

 

四
、
災
害
時
に
お
け
る
放
送
・
通
信
に
よ
る
情
報
伝
達
の
重
要
性
に
鑑
み
、
東
日
本
大
震
災
の
教
訓
を
い
か
し
て
、
災
害
に
強

い
情
報
通
信
基
盤
の
構
築
に
努
め
る
こ
と
。 

 

右
決
議
す
る
。 
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